
平成 30 年 3 月 26 日 
  

福山駅前のにぎわい創出に向けた連携および 

『〈ひろぎん〉福山駅前再生ビジョン提携融資制度「にぎわい」』の創設について 
 
 

株式会社広島銀行（頭取 池田 晃治）では、福山駅前のにぎわい創出を図る観点から、     

福山市（市長 枝広 直幹）、一般財団法人備後地域地場産業振興センター（理事長 佐藤 彰三）と連携

に係る覚書を締結しました。 

また、一般財団法人備後地域地場産業振興センターが運営を受託している福山ビジネスサポート   

センターFuku-Biz と連携し、『〈ひろぎん〉福山駅前再生ビジョン提携融資制度「にぎわい」』の取扱いを

開始しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

1.福山市および福山ビジネスサポートセンターFuku-Biz との連携について 

福山市と当行が平成 28 年 4 月に締結した「福山市と株式会社広島銀行との地方創生に関する包括連携

協定書」を受けた取組みの一環として、福山市および備後圏域の事業者の支援拠点である福山ビジネス

サポートセンターFuku-Biz と福山駅前のにぎわい創出に資する事業者の取組み支援を目的として、連携

に係る覚書を締結しました。 

本連携により、「福山駅前再生ビジョン」に描く、にぎわい創出に貢献します。 

 

2.『〈ひろぎん〉福山駅前再生ビジョン提携融資制度「にぎわい」』の創設について 
 

（1）目 的 
空き店舗をリノベーションした集客施設運営や、公共空間を活用した集客

事業運営など、にぎわいの創出に資する事業者の事業化支援（事業計画策定や
資金調達）を目的とするものです。 

（2）対象となる方 

福山駅前周辺エリア（※）におけるにぎわい創出に資する事業者（新規創業
者含む）で、事業内容や事業計画について、福山ビジネスサポートセンター
Fuku-Biz の推薦が得られる方 
（※）原則、福山市中心市街地区域内とします。 

（3）融 資 金 額  2 千万円以内【融資総額 10 億円】 

（4）融 資 期 間  運転資金 10 年以内、設備資金 15 年以内 

（5）融 資 利 率  当行所定の金利 

（6）そ の 他 

① 広島銀行福山営業本部内に本制度担当者 2 名を配置し、福山ビジネス
サポートセンターFuku-Biz と連携して事業化を支援します。 

② 新規創業者については、「〈ひろぎん〉創業サポートサービス」や７大疾
病時のローン返済支援保険を必要に応じてお選びいただけます。 

 
3．取扱開始日 

  平成 30 年 4 月 2 日（月） 
以 上 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 
株式会社 広島銀行 公務営業部 
公務営業室 室長 牧野 尚文 

 TEL （082）504－3853（直通） 



【ご参考】 

〈「〈ひろぎん〉創業サポートサービス概要〉 

以下のサービスの中から必要に応じたものをご利用いただけます。 
 

サービス名 サービス内容 特典 

① 〈ひろぎん〉創業サクっと！ 

カードローン 

コンビニＡＴＭでも利用可能な融資 

金額最大 100 万円のカードローン 

（当行所定の審査がございます） 

- 

② 
〈ひろぎん〉ビジネス 

Ｗｅｂサービス 

振込・振替や入出金明細照会が可能なインター
ネットバンキングサービス 

月間基本料 

１年間無料 

③ 
ＴＫＣ会員税理士に 

よる経営相談 

株式会社ＴＫＣの会計ソフト提供（※） 

※ＴＫＣ会員税理士との顧問契約が 

必要（顧問料が必要） 

会計ソフトを１年間 

無料提供 

 

④ 〈ひろぎん〉ビズサポ 
15 分程度の簡単な操作で広告のないホームペー
ジ作成ツール 

利用手数料 1 年間無料

⑤ 
多様なジャンルの 

専門家によるサポート 

弁護士・司法書士・先輩企業家へ 

相談が可能 

相談時間延べ 

24 時間まで無料 

⑥ 
Ｗｅｂマッチングサービス 

ビザスク 

40,000 人超のアドバイザーからニーズに沿ったコ
ンサルティングサービスが受けられる Web マッチ
ングサービス「ビザスク」 

利用手数料を 

最大２回まで３割引で提
供 

 

〈「７大疾病時のローン返済支援保険」概要〉 

ローン利用者（個人事業主のみ）が 7大疾病により一定期間、所定の就業不能となった場合に、以下の

補償を行います。 

  

補償 条件、具体的内容 保険金の取扱い 

①毎月のローン返済相当額

を保険金として支払い 

〈所定の就業不能状態が免責期間である 30 日

を超えて継続した場合〉 

免責期間経過以降の就業不能期間に応じて、 

毎月のローン返済相当額を最長 1 年間保険金

としてお支払い 

商 品 利 用 者 の

口座へ入金 

②当該商品のローン残高を 

保険金にて返済充当 

〈就業不能状態が免責期間である 30 日を超え

て更に 1年間継続した場合〉 

ローン残高を限度に保険金が支払われ返済に

充当される 

当行が代理受領

しローン返済に

充当 

 

 






